
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小見川こども食堂 始まりました！！ 
令和５年１０月１４日より 

例会日誌  Ｒ５年９月・１０月号 

第２６０２回～第２６０７回 

令和５年９月６日～１０月２２日       
 

小見川ロータリークラブ

創 立  1967年 12月 27日 

例会場  ちば醤油株式会社内 

(千葉銀行小見川支店隣り) 

住 所  千葉県香取市小見川 267 

例会日  毎週水曜日 18:30～19:00 

会 長  花香 勲  幹 事  菱木廣志 

会長ｴﾚｸﾄ 飯田 栄  副幹事  小林良彦 
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例 会 日 誌  第 2602 回 

令 和 5 年 9 月 6 日 

点 鐘  花香 勲  会長 

司 会  白鳥晴嗣 ＳＡＡ 

国 歌  君が代 

Ｒ Ｓ  奉仕の理想 

 

お客様 

香取市長  伊藤友則 様 

秘書広報課 鹿野愛美 様 

 

結婚記念祝 

香田隆造 君  千鶴子 様 

諸佐 博 君  実千代 様 

髙﨑 渡 君  正子  様 

 

夫人誕生祝 

諸佐 実千代 様 （博 君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会務報告       花香 勲  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 香取市長の伊藤友則様、本日はお忙しい中を

我が小見川ロータリークラブへお越しいただき

まして誠にありがとうございます。 

後ほど市政等のお話をいただけるとのことで

楽しみにしております。 

この例会後に懇親会の場を用意しておりますの

で時間の許す限りお楽しみいただけると幸いで

す。 

また本日は新会員の鎌形 整さんがこの例会

に参加してくれました。この後の懇親会でしん

ぼくをはかってください。 

 それでは会務報告をさせていただきます。 

先程、理事役員会を行い幾つかの議案につきま

して検討していただきました。この後、菱木幹

事より報告していただきますので宜しくお願い

致します。 

 

簡単ですが以上で会務報告を終わります。 

 

 

幹事報告      菱木廣志  幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はお忙しい中、香取市長 伊藤 友則様 

 秘書広報課秘書班主事 鹿野 愛美様 

小見川ロータリークラブにお越しいただきあり

がとうございます。 

時間の許す限り伊藤市長様と交流を深めさせ

ていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

本日入会式を迎えロータリアンとなった、鎌

形様 ようこそ 小見川ロータリークラブへ 

ご入会おめでとうございます。これからもよろ

しくお願いします。 
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それでは、幹事報告させていただきます。 

まずは、本日の理事役員会での協議で承認さ

れたことを報告させていただきます。 

子ども食堂への支援について 

2023年 10月から 2024年６月まで、小見川ロ

ータリークラブで共催することが決定しました。

詳細については、小林委員長より委員会報告が

あります。 

例会用ノートパソコン購入について 

購入する PCが決まりました。詳細は、加藤委

員長より委員会報告があります。 

例会場のスピードとマイクセットについても

購入を検討しています。 

購入するものが決まり次第、報告させていた

だきます。 

秋田豪雨災害支援について 

七月に秋田県全域で河川の氾濫等により大き

な被害が生じ、ガバナー会を通し第 2540 地区

（秋田県）より災害支援要請がありました。 

これについて理事役員会で協議し支援をきめま

した。 

後日送金させていただきます。ご了承よろし

くお願いいたします。 

2023―24 年度 第 2790 地区 管理運営統括セ

ミナーについて 

2023年 11月 23日に TKPガーデンシティ千葉

で行われるセミナーに前田委員長に参加してい

ただく予定です。 

よろしくお願いします。 

地区大会の申し込み登録をさせていただきま

した。 

当日参加される方はよろしくお願いします。 

地区大会については後日また連絡させていた

だきます。 

地区大会記念ゴルフ大会の案内が届いており

ます。次週、回覧させて頂きます 

地区大会パンフレット広告等協賛のお知らせ

が届いております。次週、回覧させていただき

ます。 

 

ガバナー月信 ロータリーの友 9 月号が届いて

おります。 

次週 BOX配布させていただきます。 

佐原ロータリークラブより会報が届いており

ます。次週 回覧させていただきます。 

佐原香取ロータリークラブより 9 月例会のご

案内が届いております。次週 回覧させていた

だきます。 

銚子東ロータリークラブより 9 月例会のご案

内が届いております。次週 回覧させていただ

きます。 

風のたよりが届いております。次週 回覧さ

せていただきます。 

次週 13日に市原中央ロータリークラブより 

ガバナーノミニー 時田様がメーキャップ予定

です。 

当日卓話をしていただけることになっており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

以上で幹事を終わります。 

 

新会員入会式   

新会員 鎌形整さん入会式 
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委員会報告   

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 小林良彦 委員長  

こども食堂について 共催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙﨑渡 小見川こども食堂実行委員長 

 こども食堂について（補足） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ推進委員会 加藤昌人 委員長  

ＰＣ購入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ部 藤木裕士 会員  

コンペについて 

卓 話        伊藤友則 市長 

「市政について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告        

9 月 6 日 第 2602 回 25 名 出席率 91.30％ 

欠席者 4 名 出席免除 2 名 

村島克利  山本大二郎 

飯田雄英（出席免除） 石橋正彦（出席免除） 

 

前々週 8 月 23 日 

24 名 修正出席率 91.30％ 

欠席者 3 名   出席免除 2 名 

 

ニコニコＢＯＸ      小林良彦 委員長 

◎結婚記念祝をいただきまして   香田隆造 

◎結婚記念祝をいただきまして   諸佐 博 

◎結婚記念祝をいただきまして   髙﨑 渡 

◎夫人誕生祝を頂きまして     諸佐 博 
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例 会 日 誌  第 2603 回 

令 和 5 年 9 月 1 3 日 
点 鐘  花香 勲 会長 
司 会  白鳥晴嗣 ＳＡＡ 
Ｒ Ｓ  それでこそロータリー 

 

お客様       

 ガバナーノミニー  市原中央ＲＣ 

            時田清次 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会務報告       花香 勲  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガバナーノミニーの時田清次様、本日は当例

会にお越しいただき誠にありがとうございま

す。後ほど卓話をしていただけるとのことです

ので、宜しくお願い致します。 

先週・先々週と春本での移動例会となりまし

た。皆様、お疲れ様でした。日本酒が過ぎてし

まった方もいらっしゃったようですが、無事に

帰宅したとのことで本当に良かったです。 

 

 それでは会務報告をさせていただきます。 

当クラブにおいても現在 2 名のコロナ感染者が

でております。感染症対策として当面の間、マ

スクの着用をお願い致します。 

 

先週の金曜日、台風の影響で県内、特に茂原で

の洪水の被害をニュースで見ました。被害にあ

われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 

現在、ガバナー事務所で県内の被害状況を確認

しているとのことですが、那須ガバナー補佐よ

り小見川ロータリークラブの会員で被害にあわ

れた方はいるか確認してほしいとの連絡があり

ました。そこで短冊を回しておりますので被害

の有無を記入していただきたいのでお願い致し

ます。 

  

また、那須ガバナー補佐より 11月 10日の地区

大会記念ゴルフへの参加をお願いされておりま

す。参加希望の方は私の方へ申し出ていただけ

ますようお願い致します。 

 

以上で会務報告を終わります。 

 

 

幹事報告        菱木廣志 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はお忙しい中、市原中央ロータリークラ

ブ ガバナーノミニー 時田清次様 小見川ロ

ータリークラブにお越しいただきありがとうご

ざいます。 

また、卓話をお願いししたところ、快諾して

いただきありがとうございます。 

限られた時間の中ではありますが、よろしく

お願いします。 
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それでは、幹事報告させていただきます。 

先日に開催された納涼例会の収支について、

理事役員の方に承認いただきました。 

このあと 委員会報告にて名雪委員長より報

告がございます。 

秋田豪雨災害支援について、９月７日に会計

の村島さんに送金していただきました。 

地区大会パンフレット広告協賛の依頼が届い

ております。回覧させていただきます。協賛希

望の方はご連絡ください。次週も回覧させてい

ただきます。 

地区大会記念ゴルフ大会の案内が届いており

ます。次週回覧させていただきます。 

旭ロータリークラブより 10 月の例会のお知

らせ、会報、活動計画書が届いております。 

回覧させていただきます。 

銚子ロータリークラブより 10 月例会変更の

ご案内、会報、活動計画書が届いております。 

回覧させていただきます。 

八日市場ロータリークラブより 10 月例会日

時及び例会会場変更のお知らせが届いておりま

す。回覧させていただきます。 

多古ロータリークラブ 10 月例会のお知らせ、

週報が届いております。回覧させていただきま

す。 

銚子東ロータリークラブより 10 月例会休会

及び変更のお知らせが届いております。回覧さ

せていただきます。 

佐原ロータリークラブより 10 月例会変更の

お知らせ、会報が届いております。回覧させて

いただきます。 

佐原香取ロータリークラブ 10 月例会のご案

内が届いております。回覧させていただきます。 

次週、9月 20日（水）は休会となっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

以上で幹事を終わります。 

 

 

 

 

委員会報告   

親睦委員会   名雪浩幸 委員長  

納涼例会収支 

 

卓 話  

ガバナーノミニー  市原中央ＲＣ 

            時田清次 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告       早川拓哉 出席委員長 

9 月 13 日 第 2603 回 25 名 出席率 65.57％ 

欠席者 9 名 出席免除 2 名 

飯田 栄  加藤昌人  戸村幸寛 

楢山 敦  藤木裕士  諸佐 博 

鎌形 整 

飯田雄英（出席免除） 石橋正彦（出席免除） 

 

前々週 8 月 30 日 24 名 修正出席率 86.36％ 

欠席者 5 名   出席免除 2 名 

 

ニコニコＢＯＸ      小林良彦 会員 

◎ｸﾗﾌﾞを廻り学ばせていただいてます 

ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ市原中央ＲＣ   時田清次 様 

◎別団体会議のため早退します   香田隆造 

  

「ロータリーに 

ついて」 
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例 会 日 誌  第 2604 回 

令 和 5 年 9 月 2 7 日 
点 鐘  花香 勲 会長 
司 会  白鳥晴嗣 ＳＡＡ 
Ｒ Ｓ  手に手つないで 
 
 
会務報告         花香 勲  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中はまだ汗ばむ暑さではありますが、朝夕

は過ごしやすくなってまいりました。天気予報

によると来月も暑い日がありそうです。そんな

中ですが 10月の例会よりネクタイの着用とい

うことになりますので、ネクタイの着用を来週

の例会よりお願い致します。 

 

 それでは会務報告をさせていただきます。私

の方からは 1点ご報告させていただきます。 

 那須ガバナー補佐より、11月 10日の地区大

会記念ゴルフに 4名の参加をお願いしたいとの

連絡がありまして、私の方で調整させていただ

きました。 

白鳥会員・髙﨑会員・名雪会員・太田会員の 4

名に参加していただくことになりました。参加

の 4名の方よろしくお願いいたします。 

 

 また来週は第１例会となりますので、理事役

員の皆様、例会前の理事会への出席をお願い致

します。 

 

 

以上で会務報告を終わります。 

 

 

 

幹事報告      菱木廣志  幹事 

・2023‐2024年度 クラブ活動計画書ができま 

した。BOX配布させていただきます。 

・11月 10日（金）に行われる地区大会記念ゴル

フ大会に白鳥さん、髙﨑さん、名雪さん、太田

さんの 4 人に参加していただきます。よろし

くお願いいたします。 

・9月 30日（土）に行われる財団セミナーへ鎌 

形さんに出席していただきます。 

よろしくお願いいたします。 

・八日市場ロータリークラブより、活動計画書 

が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・銚子東ロータリークラブより、活動計画書が 

届いております。 

 回覧させていただきます。 

・佐原香取ロータリークラブより 10月例会のご 

案内が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・2023⁻2024年度 8月期 MCRレポートが届いて 

おります。 

 回覧させていただきます。 

・2026-27年度ガバナーが公表されました。 

 プロフィールが届きましたので、回覧させて 

いただきます。 

次週 10月 4日（水）は、第一例会です。理

事役員会があります。 

 理事役員の方はよろしくお願いします。 

10月の例会からネクタイ着用となります。よ

ろしくお願いいたします。 

以上幹事報告でした 
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委員会報告   

広報委員会   諸佐 博 委員長  

 「回覧物について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ推進委員会  加藤昌人 委員長 

 ＮＥＷＰＣ導入 

 

 

 

出席報告       

9 月 27 日 第 2604 回 25 名 出席率 83.33％ 

欠席者 5 名 出席免除 1 名 

香田隆造  多田文香  早川拓哉 

藤木裕士 

飯田雄英（出席免除） 

 

前々週 9 月 6 日 25 名 修正出席率 91.30％ 

欠席者 4 名   出席免除 2 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話      鎌形充啓  会員 

「不動産登記の義務化について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※資料は次ページからです。 
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相続登記の義務化について           令和5年9月27日 卓話  

相続登記義務化は２０２４年４月１日から施行されます！！ 

 

相続登記とは？  

相続登記とは、土地・建物などの所有者が亡くなった際に相続した相続人の名義に変更す

る手続きを 「相続登記」といいます。  

この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなけれ

ば費用もかかるので、手続きをしない方も多くいました。  

 

なぜ相続登記義務が行われるか  

では、なぜこの相続登記が義務化されるまでに至ったのかというと、不動産関係の話題で

最近よく聞かれる「所有者不明土地」の問題があります。  

「所有者不明土地」とは、国土交通省によれば「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有

者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を所有者不明土地と

定義しています。  

通常、土地など不動産の所有者は「不動産登記簿」で確認することができますが、様々な

理由で登記簿に正しい情報が反映されないケースが多くなっています。これによって土地の

所有者が誰であるのか分からない、名前が確認できたとしても住所移転などにより所在の確

認ができないなどの案件が発生しています。  

登記簿に正しい情報が反映されなくなる理由はいくつかありますが、一番の理由は「相続登

記がされないケースが多いため」と考えられています。  

現状では相続登記は義務ではないので、以下の理由から相続登記が放置されてしまいがち

です。  

・時間とお金がかかる。  

・相続人同士との話がまとまらない。などなど  

この様な状態で、代替わりが続いていけば相続人は鼠算式に膨れ上がり、誰に所有権があ

るのか分からない状態になります。  

また、不動産の所有者の住所変更登記も義務化されないことから、住民票上の住所を変更

しても不動産登記簿の住所が反映されておらず、所有者へ連絡をとろうとしても所有者の居

所がわからないという問題も発生しています。  

このように相続や住所変更があっても登記が義務化されていないので所有者がどこにいる

のか、現在生存しているのかわからないという不動産が多く発生してしまっている、というの

が現状です。 
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相続登記義務化の開始時期  

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったとき

は、相続により不動産の所有権を取得した相続人は「相続の開始及び所有権を取得

したことを知った日から３年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりませ

ん。  

相続登記を３年以内にできなかった場合の罰則  

相続登記をしなければどんな罰則になるのでしょうか？  

相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内

に登記申請をしないでいると１０万円以下の過料の対象となります。  

上記で言う「正当な理由」とは  

ここで疑問に思うのが「正当な理由」とは具体的にはどんなことかという点です

が、相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合がありま

す。  

どのようなケースが”正当な理由”に該当するかについては、法務省のホームペー

ジでは、正当な理由があると考えられるケースとして下記を例示しています。  

 

 

 

 

 

 

相続登記義務化に伴う過料の対象とならない「正当な理由」の具体例については、

今後通達等で明確化される予定となっています。  

注意！！  

注意しなければならないのが、この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続

のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があると

いうことです。  

では、いつまでに相続登記をしなければならないかというと、原則、改正法の施行

日から３年以内に相続登記を行う必要があります。  

改正法附則の条文では「”知った日”又は”施行日”のいずれか遅い日」と規定さ

れており、自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ「知った日から３年

以内」に相続登記をすればよいとされています。例えば、先代が自宅やアパート以外

にも地方に山林など所有していたことを今まで知らず、法改正後に相続していたこと

を知った場合には、改正法の施行日から３年ではなく、不動産の相続を初めて知った

日から３年以内に相続登記する義務を負います。 

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の 

収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース  

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース  

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など  
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  遺産分割協議が纏まらない場合  

家族の内容によっては、遺産分割協議による相続人間の合意形成がなかなかまと

まらない場合もあります。その場合において遺産分割協議がまとまらず速やかに相

続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務

は免れる制度（相続人申告登記）が設けられました。  

 

相続人申告登記の仕組み  

相続人申告登記とは、法務局（登記官）に対して、「該当の登記名義人に相続が

発生したこと」もしくは「相続人が判明していること」を申し出ることで、登記官

の職権で申告をしたものの氏名・住所などを登記簿に記録できる制度です。  

この申出をすることで、一時的に相続登記の義務を履行したものとみなされます。  

ただし、この相続人申告登記は相続登記そのものではないので、あくまで義務を免

れることができる予備的な制度にすぎません。そのため、所有権が亡くなった方

（被相続人）から相続人に権利が移転したということを示すものではなく、あくま

で「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎないという登記手続

きです。  

後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には上記

で述べたように遺産分割の日から３年以内にその名義変更登記を行う必要がありま

す。  

 

相続登記をせずにそのままにするリスク  

相続登記の放置がまだ１世代程度で、過去の相続権利者が生存しているのであれ

ば、遺産分割協議を行って所有者を確定し、正しい登記内容に変更することは十分

可能だと思います。  

しかし、何世代にもわたって相続登記が放置されている場合、遡って問題を処理す

るのは非常に困難になると考えられます。  

 

①不動産を売却できない  

②利用・活用ができない  

③抵当物件として利用できない  

④正しい相続ができない  
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  併せてお伝えしたい  

住所変更登記の義務化  

登記上の所有者の住所・氏名・名称変更についても義務化されます。その登記簿

上の住所や氏名、名称の情報が更新されておらず、現在の居所がわからないことも

所在不明土地の原因のひとつとされているからです。  

「住所変更登記義務化」の開始時期  

住所変更登記は、2026年4月28日までには義務化されることとなります。  

不動産の所有者が変更されるのは、相続以外にも売買や贈与などのケースもありま

す。このように所有者の氏名、住所、名称について変更があったときは、その変更

があった日から２年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申

請しなければならなくなります。  

住所変更登記は2年以内にできなかった時の罰則とは？  

住所変更登記も相続登記と同様に「正当な理由」がなく2年以内に登記申請をしな

いでいると５万円以下の過料の対象となります。正当な理由がある場合には過料の

対象となりません。  

「正当な理由」についての具体的な類型については、相続登記義務化と同じく通

達等で明確化される予定です。  

まとめ  

今回の卓話では、来年度から施行される「相続登記の義務化」について、変更さ

れる点や新設される制度についての話でした。所有者が不明な土地が国にあること

によって様々な弊害があることから、国は相続登記の義務化に踏み出しました。こ

れまで義務ではなかったので、長年登記されていない場合は大変な労力が出てくる

可能性もありますが、できるだけ早めの対処をして頂けたらと思います。  

ポイントは下記になります。 

・相続登記義務化は２０２４年４月１日から。  

・相続で不動産取得を知った日から３年以内に手続きをしないと１０万円以下の 

過料。  

・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、２年以内に手続きをしなければ 

５万円以下の過料。  

・登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る  

・法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産 

についても義務化されるため、できるだけ早く登記を行う必要がある   
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例 会 日 誌  第 2605 回 

令 和 5 年 1 0 月 4 日  
点 鐘  花香 勲 会長 
司 会  山本大二郎 ＳＡＡ 
国 歌  君が代 
Ｒ Ｓ  奉仕の理想 
 

誕生祝 

飯田雄英  君 

髙﨑 渡  君 

小林良彦  君 

 

結婚記念日祝 

鎌形 整 君  靖子 様 

藤木裕士 君  彩  様 

太田直樹 君  由美子 様 

 

夫人誕生祝 

太田由美子 様 （直樹 君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会務報告        花香 勲  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝夕は涼しい風が感じられるようになってま

いりました。最近テレビで見たのですが、涼し

いと蚊の動きが活発になるそうです。皆様もお

気を付けください。 

 それでは会務報告をさせていただきます。 

本日は第５回理事役員会を行いました。理事会

決定事項についてはこの後、幹事報告にて菱木

幹事より報告していただきます。 

 来週の水曜日は休会となりますが、来週土曜

日 14日は第１回目のおみがわ子ども食堂で

す。初回ですので私と菱木幹事、小林委員長と

髙﨑会員の 4名で参加してきます。2回目以降

皆様のご協力をいただくことになりますので、

宜しくお願い致します。 

 以上で会務報告をおわります。 

 

幹事報告     菱木廣志 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告させていただきます。 

理事役員会決議事項について報告させていただ

きます。 

・小江戸マラソン協賛について 

例年通り協賛させていただきます。 

・日経新聞全面広告掲載協力のお願いについて

（ポリオデーへの取り組み） 

 会員 25名×1000円の 25000円を協力金とし 

て送金させていただきます。 

以上が理事役員会決議事項でした。 

・多古ロータリークラブより、10月例会のお知 

らせと週報が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・旭ロータリークラブより、10月例会のお知ら 

せが届いております。 

 回覧させていただきます。 

・八日市場ロータリークラブより、例会日時及 

び例会会場の変更のお知らせが届いておりま 

す。 
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 回覧させていただきます。 

・銚子東ロータリークラブより、例会変更のお 

知らせが届いております。 

 回覧させていただきます。 

・船橋ロータリークラブより、講演会のご案内 

が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・国際ロータリー日本事務局より、世界ポリオ 

デーに向けてロゴ使用についてのご案内が届 

いております。 

 回覧させていただきます。 

・ロータリー財団統括委員会よりポリオプラ 

ス・ソサエティのご案内が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・ロータリーの友とガバナー月信が届いており 

ます。 

 BOX配布させていただきます。 

次週 10月 11日（水）は、休会となります。

お間違えの無いようお願いいたします。 

以上幹事報告でした。 

 

委員会報告       

飯田栄 委員 

12/14コンサート 協賛依頼 検討中 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 飯田会員よりこども食堂の 

実行委員長小林会員と髙﨑会員に協賛金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プログラム委員会  山本大二郎委員長 

  米山卓話 11/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話       髙﨑 渡  会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「モンゴルに行ってきました」 

 令和 5年 8月 25日から 5日間、モンゴルの

旅に行ってきました。 

成田空港からは 5 時間半、モンゴル航空（ミ

アット）での旅です。 

まずモンゴルの事をお話ししましょう。 

人口は約 300 万人、その半分が首都ウランバー

トルに集まってます。 

気温はとても寒く、世界一年間平均気温が低

い、首都はウランバートルだそうです。 

10 月後半から 5 月まではとても寒いそうです。

実際 8月でも朝夕は 10℃を割ります。 

上着は絶対に必要でした。 

（ウランバートル市街） 

モンゴルの北側は森林、東側は大草原、南側

はゴビ砂漠、西側は山岳といった地形です。 

最近テレビドラマ、VIVANT が放映され話題と

なっている国です。 

因みに私は 6 月に予約したので放送前で

VIVANTを見ていったわけではありません。 

実際行ってみると、車は大渋滞です。余り信号

の無いのもありますが、幹線道路以外はほぼ舗
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装されてなく道はガタガタです。走行している

車は 8 割が日本車、その 9 割が、トヨタ、レク

サスです。この国には自国の自動車メーカーは

ありません。ですから、トヨタ、レクサス、日産、

三菱等ディーラーが日本から出店しています。

因みにモンゴルは原油の産出国ですが精製する

ことが出来ないので、原油を輸出してガソリン

を輸入しているそうです。 

 

今回の旅は、大草原でゆっくりしたいという

狙いだったので、早速、大草原に向かいました。 

モンゴルといえば、チンギスハーンさん。アジ

アのほとんどを制圧し、ヨーロッパの一部まで

行った国であり、農耕はしないという歴史の中、

男は戦うという考えだそうです。だから相撲も

強いのでしょう。 

日本の歴史でも、あわよくばといった「元寇」

が有りました。台風が来て撤退したと言われて

ますが真実はどうだったのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ウランバートルから１時間走るともう

大草原です。 

そんな草原の中に高さ３0 メートルのチンギ

スハーンさんの像がそびえたっております。 

明の国に敗れ、今の国土となってしまいました

が、その繁栄ぶりは凄かったのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（テレルジ国立公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遊牧民のゲル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （内部） 

（
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
像
） 
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この度のお目当ての大草原？？です。実はテ

レルジ国立公園は草原と岩山です。 

遊牧民のゲルでお食事し、宿泊もゲルです。 

冷蔵庫、テレビはありませんので、星空を眺め

るくらいしか暇つぶしはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放牧中の牛）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遊牧民と馬） 

遊牧地に無理やり宿泊施設を作ったのだから

仕方ありませんが、普通に遊牧中の牛が来ます。

そこら中フンだらけですから注意が必要です。 

この旅、最大のお楽しみ乗馬です。人生初の乗

馬でしたが、最初はおっかなびっくりでも、半

日乗っていると乗りこなせるようになるもんで

す。日本と違うのは誰も引いてくれません。 

お年寄りと子供は遊牧民の方が引いてくれま

すが、右、左、止まれだけ教わって GOです。 

のんびりとした時間の中で絶対おすすめのアク

ティビティです。 

 

なかなか行こうとは思わない国かもしれません

が、とても新鮮で、素晴らしい体験が沢山出来

ました。 

皆さんも一度はモンゴルに行ってみてはいかが

でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モンゴルの夕日） 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

出席報告       

10 月 4 日 第 2605 回 25 名 出席率 73.91％ 

欠席者 8 名 出席免除 2 名 

 香田隆造  小林良彦  楢山 敦 

 早川拓哉  前田泰弘  村島克利 

飯田雄英（出席免除） 石橋正彦（出席免除） 

 

前々週 9 月 13 日 25 名 修正出席率 65.57％ 

欠席者 9 名   出席免除 2 名 

 

 

ニコニコＢＯＸ      

◎誕生祝をいただきまして     髙﨑 渡 

◎結婚記念日祝を頂きまして    鎌形 整 

◎結婚記念日祝を頂きまして    藤木裕士 

◎結婚記念日祝を頂きまして    太田直樹 

◎夫人誕生祝を頂きまして     太田直樹 
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小 見 川 こ ど も 食 堂 

2023-2024 ⼩⾒川ロータリークラブ 
奉仕プロジェクト・社会奉仕委員会 

委員⻑ ⼩林良彦 

 

⼦ども⾷堂 共催活動報告 
 

2023年10⽉14 ⽇（⼟曜⽇） 

初⽇のため9:00 にさくら館に集合 

11:30 オープンまで準備 

準備内容：調理室では調理担当浅⽥さん、ボランティアのお姉様⽅2 名で⾷事の準備 

その他は「⼦ども⾷堂」「ロータリー」のノボリを⽴てる 

会場の設営（机を向かい合わせ6⼈掛けを3 テーブル）と清掃 

受付の設置（テーブルを設置して2 名配置、受付時に名前を書いてもらう） 

調理場の洗い物などを⾏う 

11:30 開始：来てくれるか⼼配のなか、開始と共に数名のお客様の顔が⾒えてみんな⼤ 

喜び 

調理・配膳・バッシングとぎこちなくですがどうにかなりました 

 

調理場へ⼊室するためにサンダルに履き替えるので、次回以降担当になられる⽅はサン

ダルを履いてきていただけるとスムーズに配膳等できると思います 

初めての取り組みなのにたくさんの⽅に来ていただきとても楽しくできました 

社会奉仕委員会として6 ⽉まで毎⽉お⼿伝いさせていただく予定となります 

皆様には交代でお⼿伝いしていただき、ロータリークラブとして社会奉仕を担っていた

だけますようよろしくお願いいたします 

合計 8 開催ありますので、各⽉3 名ずつでお⼿伝いいただきたいと思っております 
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例 会 日 誌  第 2606 回 

令 和 5 年 1 0 月 1 8 日 
点 鐘  花香 勲 会長 
司 会  小野博之 ＳＡＡ 
Ｒ Ｓ  我らが生業 
 
お客様  

鹿島臨海ロータリークラブ 
 職業報任委員長  岩井 昭一 様 

 親睦副委員長   京寶院 恒 様 

 
会務報告        花香 勲  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 鹿島臨海ロータリークラブの岩井様、京宝院

様、ようこそ小見川ロータリークラブへお越し

いただきありがとうございます。 

 それでは会務報告をさせていただきます。 

先週の木曜日に第 2回の第 9グループ会長幹事

会に菱木幹事と出席しまして、来月 18日土曜

日の情報研修会の内容について話し合ってまい

りました。 

 地区、会員増強委員会の吉田委員長（勝浦

RC）からお話をいただけることになっておりま

す。皆様情報研修会の参加の方、宜しくお願い

致します。 

 10月 14日土曜日に第 1 回子ども食堂に参加

してまいりました。お子さんとお母さんを含

め、19名が来てくれました。次回から皆様の

ご協力をお願い致します。 

 今週の土日は地区大会です。私と菱木幹事は

土曜日より参加いたします。日曜日当日は会場

にて皆さんをお待ちしておりますので、参加の

方々には宜しくお願い致します。なお、今回の

会場はホテルニューオータニ幕張です。例年と

は違いますのでお気を付けください。 

 以上で会務報告をおわります。 

 

 

 

幹事報告     菱木廣志 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は鹿島臨海ロータリークラブより、岩井

様、京寶院様、お忙しい中、小見川ロータリーク

ラブにお越しいただきありがとうございます 

幹事報告させていただきます。 

・地区大会について 

10月 21日（土）～10月 22日（日）にホテル

ニューオータニ幕張で地区大会が開催されま

す。 

 出席される方はよろしくお願いします。 

 22日(日)は送迎バスを用意しています。千葉 

銀行様の駐車場をお借りさせていただきまし 

た。 

 千葉銀行駐車場を８時に出発予定です。よろ 

しくお願いいたします。 

 自走でいかれる方は幹事までご連絡ください。 

・情報研修会について 

 先日 10 月 12 日（木）に第９グループ会長幹

事会に出席してきました。 

 その会で決定した事項として、情報研修会が

11月 18日（土）香取神宮 神徳館 

  14：00受付 

  14：30開会と決定しました。 

 詳しい内容に関しては、後日ガバナー補佐よ

り連絡があるとのことです。 

・子ども食堂について 

 今後の予定については、小林委員長より委員

会報告で説明があります。 

 よろしくお願いいたします。 

・佐原ロータリークラブより、会報が届いてお

ります。 

 回覧させていただきます。 

・奉仕プロジェクトセミナーのビデオのご案内 

が届いております。 

 回覧させていただきます。 

・日経新聞 広告協力金の御礼が届いておりま 

す。 

 回覧させていただきます。 
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・9月期 MCRレポートの送付のお知らせが届い 

ております。 

 回覧させていただきます。 

・ロータリー財団統括委員会からお知らせが届 

いております。 

 回覧させていただきます 

・小鹿会ゴルフについて 

 鹿島臨海ロータリークラブ様と打ち合わせて、 

日程等詳細が決まり次第報告させていただき 

ます。よろしくお願いいたします。 

次週 10月２５日（水）は、休会となります。 

お間違えの無いようお願いいたします。 

以上幹事報告でした 

 

委員会報告       

 社会奉仕委員会  小林良彦委員長 

  10/14こども食堂の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども食堂実行委員会  髙﨑渡 委員長 

  10/14こども食堂の報告 

 

鹿島臨海ロータリークラブ 

 職業報任委員長  岩井 昭一 様 

 親睦副委員長   京寶院 恒 様 

 小鹿会を今後ともお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話     白鳥晴嗣 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パレスチナ問題） 

今テレビやメディアで毎日のようにパレスチ

ナとイスラエルの紛争が報道されていますが、

私自身もどうしてこうなったのかを、私なりに

調べて見ました。「世界で最も解決が難しい紛争」

ともいわれ、開戦から 70 年以上もすぎた今日も

醜い争いが続いています。最近では、パレスチ

ナの武装勢力ハマスが 5000 発ものロケット弾

でイスラエルに攻撃を仕掛け、数多くの死亡者

とけが人が出て、この攻撃にイスラエル軍は大

規模な地上作戦に入ると報道があり激しい武力

衝突が始まるようです。一般人や女性や子供達

の被害にあった様子を見ると辛くなります。 

 パレスチナ問題の発端は 2000 年以上前に遡

る。当時パレスチナの地にはユダヤ人国家があ

り、ユダヤ人とアラブ人が共存していた。しか

しユダヤ人国家はローマ帝国によって滅ぼされ、

多くのユダヤ人が放浪の民となってしまう。そ

の後、ユダヤ人はヨーロッパなどに渡り、差別

や迫害を受けながらもコミュニティをつくって

暮らしていました。そうしたなか、ユダヤ人国

家建設のチャンスが訪れる。イギリスの「二枚

舌外交」と言われた第一次世界大戦中のことで

す。 

連合国側の一員として大戦に参加していたイ

ギリスは、ユダヤ人に戦費の調達を依頼しよう

と考え、「連合国側の味方をすれば、パレスチナ

の地でのユダヤ人国家の建設を支持する」約束

をした。これを「バルフォア宣言」という。 

*バルフォア宣言とは第一次世界大戦末期の

1917 年 11 月、イギリスが大戦後にパレスチナ

にユダヤ人国家の建設することを認めた宣言。 

当時の外相バルフォアからロスチャイルドへ書

簡として出された。ロスチャイルドは 19世紀以

来、ロンドン・パリを拠点に活動し、大きな資産

をもつユダヤ系財閥の当主で当時ユダヤ人のパ

レスチナへの移住と建国を目指す運動の代表を
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していた。イギリス政府が正式に表明したもの

で、公開された。 

バルフォア宣言に基づき、1920年ごろからパ

レスチナの入植を開始しており、第二次世界大

戦にナチス・ドイツによる大量虐殺（ホロコー

スト）が始まると、さらに多くのユダヤ人がパ

レスチナに押しかけ各地でアラブ人との武力衝

突が各地で起こった。 

＊ホロコーストはナチス・ドイツが第二次世

界大戦中にドイツ国やその占領地においてユダ

ヤ人などに対した組織的に行った絶滅政策・大

量虐殺を指す。その原因として、第一次世界大

戦時、ドイツ帝国において中央教会などのユダ

ヤ人団体もドイツ政府に協力したが、反ユダヤ

主義者たちによってユダヤ人が戦争に非協力的

というプロパガンダが行われ、ドイツが敗戦し

たのは、ユダヤ人や社会主義者が原因という風

潮の中生まれたのがナチス・ドイツです。 

 そして第二次世界大戦終了後の 1947年、イギ

リスがこの問題から逃げてパレスチナの委任統

治を返上したため、国連はパレスチナをユダヤ

独立国とアラブ独立国に分割することで解決し

ようとしたが、アラブ人は国家の決議を受け入

れないため、パレスチナの内戦状態になったが、

ユダヤ人は 1948 年にイスラエルの建国を一方

的に宣言した。 

 パレスチナの地で暮らしていたアラブ人は突

如降ってわいたようなイスラエルの建国宣言に

激しく反発し、周辺のアラブ諸国も同調し、エ

ジプト、シリア、ヨルダン、レバノン、イラクの

アラブ連盟 5 か国がイスラエルと戦火を交える

ことになった。中東戦争の勃発です。 

 4度に及ぶ中東戦争で、領土を奪われ、パレス

チナの地の大半はイスラエルの領土となり、パ

レスチナ人の領土はヨルダン川西岸とガザ地区

（ハマス武装集団）だけになってしまった。中

東戦争は 1948 年から 1973 年までに 4 回行われ

たが、いずれもイスラエルが勝利。 

アラブ諸国は軍備の面でイスラエルには及ばな

かった。 

国連は何度もイスラエルの撤退を求めたが、

実行には移されなかった。パレスチナ人はカリ

スマ性のある最高指導者やせる・アラファト議

長の下でまとまり、1993年のオスロ合意で暫定

自治政府の設立を認められた。これによりパレ

スチナ問題は解決に向かうかに思われた。 

和平合意の妨げになっている問題の一つが東

エルサレムの扱いで、パレスチナ「将来の独立

国家誕生時の首都」に対したイスラエルも「永

遠で不可分の首都」として譲らない。 

またアメリカ合衆国も大統領が変わるたび、

政策が変わりパレスチナ、イスラエルの問題は

なかなか解決に至らない。 

罪のない一般人、子供たちが負傷したり亡く

なる場面を報道で見ると、悲しく辛い気持ちに

なります。一刻も早い戦争の終結、停戦を願い

ます。 

 

 

出席報告 

10月18日 第2606回 25名 出席率78.26％ 

欠席者 7 名 出席免除 2 名 

 飯田 栄  太田直樹  鎌形充啓 

 香田隆造  藤木裕士 

飯田雄英（出席免除） 石橋正彦（出席免除） 

 

前々週 9 月 27 日 25 名 修正出席率 83.33％ 

欠席者 5 名   出席免除 1 名 

 

 

ニコニコＢＯＸ      

◎鹿島臨海ＲＣ 職業報任委員長 岩井昭一様 

◎鹿島臨海ＲＣ 親睦副委員長 京寶院恒 様 

◎小見川こども食堂第１回無事開催できました 

 髙﨑 渡 
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国際ロータリー第 2790 地区 ２０２３－２４地区大会 

例 会 日 誌  第 2607 回  令 和 5 年 1 0 月 2 2 日 

点 鐘   小倉ガバナー 
国 歌   君が代 
Ｒ Ｓ   奉仕の理想 
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